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科学的合理性に著しく反する図書を図書館はどう取り扱っているのか：
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Résumé

Purpose: Pseudoscience, which mimics science but is not ‘true’ science, has been increasingly 
criticized by scientists or science communicators. Many libraries may struggle to handle books 
that conflict with valid scientific rationality. This study empirically examined the handling of such 
‘difficult’ books at public libraries.
Method: From October 2009 to February 2010, semi-structured interview surveys were conducted 
at six large and three small public libraries in Japan. The librarians responsible for book selection 
at libraries were asked nine questions on book selection, purchase requests from users, library co-
operation and so on.
Results: The following results were obtained: （1） library collection development is largely depen-
dent on classification numbers described in catalogs for book selection, and therefore, ‘difficult’ 
books have been placed on the shelves of science if a classification number indicating a scientific 
field is assigned to such a book. （2） In a well-funded library, its librarian may assume that other 
small libraries hope that it will purchase ‘difficult’ books for the library. （3） Even if a librarian be-
lieves that ‘difficult’ books should be held in the library, he or she may personally feel that such 
books are not desirable, which leads to the so-called ‘battle of shelf ’, and place them in closed 
stacks. （4） The views on ‘difficult’ books vary between large and small libraries. Large libraries 
may consider their existence on the shelf to be a problem, whereas librarians in small libraries 
tend to regard that pseudoscience books can help to raise the literacy of users and diversify the 
library collection. 
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I.　は じ め に

A. 研究の背景
本稿では「科学的合理性に著しく反する図書」
と公共図書館がどのようにつきあっているかの実
態を調査し，その結果に基づいて図書館で疑似科
学図書を取り扱う困難や意義，また図書館員の意
識について論じる。「科学的合理性に著しく反す
る書籍」というのはいわゆる「疑似科学」の書籍
である。ただし，「疑似科学とは何か」を論じた
書籍ではなく，書籍で扱っている内容そのものが
疑似科学である場合を本論文の対象とする。さし
あたっては「科学的合理性に著しく反する書籍」
と「疑似科学書籍」は同一視する。
近年，疑似科学に対する批判が社会におい
て緩やかに高まっている。きっかけとしては
2006年の TOSS（Teacher’s Organization of Skill 
Sharing：教育技術法則化運動，教師の教育方法
の提唱・共有を行う活動）において『水からの伝
言』1）という写真集を肯定的に取り上げ，それが
教育現場の道徳の科目において導入されたことに
ある。これらの経緯についてはウェブ上の記事を
はじめとし多くの記述が存在するため，詳細はそ

ちらに譲る 2）。
このような「疑似科学」に対して自然科学者や
サイエンスコミュニケータ（科学や科学者と市民
を接続する職業）からの批判は多く存在する。代
表的なものとしては，大阪大学の菊池誠による活
動があげられる。NHKの「視点・論点」におけ
る菊池の「まん延するニセ科学」3）と題された番
組は，放映後，動画共有サイトに転載され，多く
の注目を集めた。そのほか，サイエンスコミュニ
ケータ側からは内田麻理香による『科学との正し
い付き合い方』4）が目を引く。内田には疑似科学
に対して掣肘を加えつつ，一方で科学者や科学者
サイドに立つ人間が疑似科学を貶める姿勢にも注
意を払うなどのバランス感がみえる。
これらの議論が科学者やサイエンスコミュニ
ケータから様々に提出されている一方，図書館
界・図書館情報学界隈における疑似科学問題に対
する反応は皆無に近い。ただし北米においては知
的自由論の関係で論じられるケースがある。例え
ばキノコ事典において毒キノコを可食と誤記し
た場合の思考実験 5）などがあるものの（詳細は後
述），日本においては間違った科学的知識に関す
る議論はほとんど見られない。図書館が知識を蓄
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積し，伝達する装置である以上，疑似科学，すな
わち「間違った知識」を蓄積していくことについ
て，およびその是非についての議論はむしろ図書
館界が行なっていくべきであると考えられる。
本稿では，疑似科学の図書に対して図書館が実
際にどう対応しているのかを，聞き取り調査に基
づき明らかにする。つまり本稿は，図書館がどの
ように疑似科学図書とつきあうべきかという，問
題解決アプローチは採用せず，どのような状況に
図書館は現在晒されているか，という現象を把握
する問題発見アプローチを採る。
最も単純なものとして，図書館に疑似科学図書
を受け入れるか否かについて論じた場合，この議
論は図書館情報学における「選書論」の領域に属
する。選書論については，それ以外にも，「図書
選択論」，「コレクション形成論」などのさまざま
な呼び方がある。これは図書館が取り扱う資料が
時代とともに多様化したことと軌を一にするよう
に思われるが，本研究の対象とするものはあくま
でも「疑似科学図書」であるため，さしあたって
本稿では選書論という語を用いる。
図書館における選書論の再検討は，いくつかの
理由により繊細な配慮が必要とされる領域であ
る。理由の一つとして，戦前の図書館は思想善導
のための社会教育施設であり，検閲機能を持つ機
関であったという背景があるとされる。一方，戦
後の図書館は思想善導機関への反省に立脚してい
るということはよく知られたところである。たと
えば，明治一五年，文部省は「示諭事項」におい
て，図書館の蔵書選択方針について「要件中ノ重
要件」として各地に以下のような通達を行ってい
る。

善良ノ書籍ハ乃チ善良ノ思想ヲ伝播シ，不良
ノ書籍ハ乃チ不良ノ思想ヲ伝播スレハ即チ不
良ナルモノヲ排棄シ而シテ其善良ナルモノヲ
採用スルヲ要スルナリ。（略）不良ノ書ハ読
者ノ心情ヲ攪擾シ，之ヲシテ邪径ニ誘陥シ，
遂ニ少ニシテハ身家ヲ滅亡ヲ招致シ，大ニシ
テハ邦国ノ安寧ヲ妨害シ，風俗紊乱スルカ如
キ，其流弊タル実ニ至大ナリト謂フヘキナ

リ。6）［p. 27］

このような志のもと，思想善導機関として，戦
前の図書館は存在していたという見方が一般的で
ある 7）。このような過去がある以上，現代の図書
館においては，特定の知を排除し，あるいは推奨
することは，一種の忌むべき行為になっていると
いってよいであろう。
また，「図書館の自由に関する宣言」の中の資
料収集の自由と資料提供の自由の宣言が，選書論
に関する大原則となる。図書館の自由に関する宣
言の下で活動する以上，疑似科学図書の収蔵や提
供は理念上，正当化される。それゆえに「疑似科
学図書を図書館に受け入れるべきではない」とい
う議論は，一見，図書館の自由に関する宣言に対
立するように見える。一方，予算の制約のある中
小の市町村立レベルの資料選択においては，「通
常の図書」を差しおいて積極的に疑似科学図書を
収蔵するのを肯定する理由はどこにあるのかとい
う疑問も同時に成立する。ただし，往々にして
「図書館の自由に関する宣言」が問題として顕在
化する状況は，「人文・社会科学的知識」におい
てであるということは指摘しえよう。この点につ
いては次節で述べる。
ともあれ，図書館の資料収集は公平であると金
科玉条的に論じるのではなく，本稿では現実的に
どのような理想とのすり合わせが起こっている
か，を論じることとする。

B. 本稿における疑似科学の捉えかた
本研究では，「科学のふりをしているけれど科
学ではない」疑似科学について，とりわけ，科学
的手続きを経ていないにもかかわらず科学のよう
に自らの見かけを装っている図書を中心に取り
扱っていく。疑似科学を批判する文脈において
は，批判的価値のニュアンスを持つ「エセ科学」
あるいは「似非科学」という語が用いられるケー
スが多い。しかし疑似科学・似非科学と非科学は
その語の指示対象が異なる。非科学は端的に「科
学ではないもの」であり，善的知識，美的知識な
ども含まれており，本稿ではこの語に対して，排
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除の語としてのニュアンスを含ませない。それぞ
れの語の持つニュアンスの異なりについては I章
D節で述べる。
これらの資料の収蔵の是非について論じる際，
即座に提出されるであろうものに，図書館の自由
に関する宣言 8）の 1-2に記述されている，“多様
な，対立する意見のある問題については，それぞ
れの観点に立つ資料を幅広く収集する”がある。
たしかに，宣言のこの箇所は，人文科学ないしは
社会科学領域における多様な対立的意見がある問
題については考慮されるべきであろう。しかし，
自然科学分野においてはその「多様な対立的意
見」が人文・社会科学と同様な意味で成立するの
かについては議論の余地があるように思われる。
なぜならば，科学ないしは科学者コミュニティは
「合理的」に進歩するというある種の期待がある
ためで，言い換えれば，科学（あるいは科学的知
識）は「体系」を目指すものであり，「あきらか
に誤った知識」を排除するプロセスであるともい
える。
もちろん，前述のように科学は体系性を求める
がゆえに自浄作用が働くというのは，ある種の楽
観的な観測にすぎないという批判は成立する。た
しかに各種の科学者コミュニティがある種の政治
性のある背景を持ち動いていることは，さまざま
な科学論者が繰り返し論じているところである
し，ルイセンコ学派やナチスのアーリア人優越主
義に見られるような「科学的知識」が政治に利用
された場合のディストピアについて論じる論者も
多くいることは事実である。しかし，だからと
いって科学は時代や文化によって相対的であり現
在の科学の真実性など何一つ担保できないと論じ
る，ある種の「ポストモダン」の相対主義者の断
言は言い過ぎであろうし 9），これらの論法を図書
館の現実に当てはめてみてもそれほど有意義なこ
とが言えるとは思えない。ともあれ，この議論
はおおよそ，実在論と相対主義の対立軸の枠組
み 10），11）でまとめられよう。
したがって多様な意見が担保されるべき人文・

社会科学分野とは異なり，科学的知識に関する
誤った知識の蓄積については，図書館における必

要性の様相が違うのではないだろうか。批判を覚
悟で言えば，「明らかに間違っている知識」を伝
達することを図書館が積極的に行うとしたら，そ
れは，図書館は，知識を保存・伝達する機関とい
いつつも，「社会的責任」を放棄していることに
も繋がりうる 12）。
もちろん図書館の規模や館種（たとえば研究者
向けの図書館）によっては，誤った知識の図書を
積極的に所蔵していくことはむしろ推奨しうるも
のであろうし，追試等のためには先端的な研究領
域における「誤った知識」はむしろ有用な知識と
も言える。
しかし一方で，科学的手続きを明らかに踏んで
いない，科学者コミュニティを満足させる水準に
ない図書等を，先端的な研究による誤った生産物
と同一視することは困難である。科学の手続きを
踏んだにもかかわらず「誤った科学的知識」と，
明らかに科学的手続きを踏んでいない「誤った科
学的知識」とは，語の表現はほぼ同一であるもの
の，指示対象は大きく異なる。
本稿において対象とするのは後者の疑似科学
である。科学哲学者の伊勢田哲治は疑似科学そ
のものの字面から疑似科学は，（1）科学のよう：
自分たちがやっていることは科学だと主張して
いる，用語やプレゼンテーションの仕方に科学
の装いをまとっている，（2）科学でない：科学者
たちによって科学と認められていない，客観的
に「科学」としての条件を満たしていない，の二
条件があるとしている。また，その理論が疑似科
学か否かについては“個々の判断においては具体
的な基準に照らしているというより直感的に判断
されているというのが実情”13）と指摘している。
なお，伊勢田は疑似科学の説明のために具体的な
事例として，「創造科学と ID説」，「水からの伝
言」，「ゲルマニウム健康食品」，「神経神話」を
あげている。ID説とはインテリジェント・デザ
インの略で，何らかの知性ある存在によって宇
宙や人間などが設計されたという説，神経神話
（neuromyth）とは，実験結果の誤った解釈や飛
躍した発想からなる根拠の乏しい脳科学の説のこ
とである。
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とくに北米においては公教育の場で ID説が
進化論と同時並行で教えられるなど問題化して
いる。学校図書館と ID説については，M. K. 
O’Sullivanと C. J. O’Sullivanが報告を行ってい
る 14）。ミネソタ州の高校の蔵書の構築をテーマ
にしたこの論文は，ID説を信奉した図書を選択
するか否かについて，学校図書館側は ID説信奉
者の戦術には対抗できていないと報告している。
しかしながら日本では ID説が問題視されるほど
広まっているわけではないし，また，ID説は往々
にして背景に宗教的思想が介在するために，人
文・社会科学的様相と同時に自然科学的様相を複
合的に纏ったものである。ゆえに ID説といった
宗教的背景を持つ疑似科学問題については別稿に
譲り，本稿では科学のふりをしているけれど科学
ではないものに限定して論じていく。次節では，
本稿の資する研究の系列である，選書論あるいは
コレクション形成論と呼ばれる領域の先行研究を
素描する。

C. 先行研究の素描
本節では，「選書論」あるいは「コレクション

形成論」，および「図書館の知的自由論」に関す
る先行研究を紹介する。
まず，選書論の動向を歴史的に俯瞰したものと
して，河井による『アメリカにおける図書選択
論の学説的研究』15）がある。これは川崎が“日本
における図書館学の最高峰”16）と称するように，
註，引用文献だけで 63ページにもわたる，幅広
い議論をまとめあげた浩瀚な労作である。この河
井の議論に大きく依拠し，ブルデューの象徴的権
力論に触れながら議論をまとめあげているもの
に，安井による『図書館は本をどう選ぶか』17）が
ある。安井によると，公共図書館における図書選
択とは，私設の図書館とは異なり，自らは利用者
に属さない図書館設置者が利用者に代わって行う
代理行為であるため，それによって図書館は「図
書選択論」が要請されるという。
図書館史的に辿ってみると，例えば図書館員は
情報の「検閲官」であるべきであるという 20世
紀初頭のボストウィックの議論 18）や，あるいは

疑似科学図書の収蔵は控えると宣言している，
1959年のアクロン図書館の資料収集ガイドライ
ン 19），さらには図書館の「知的自由対社会的責
任論」20），21）の先行研究や事例などは参考になる。
河井・安井らの指摘において重要な点は，現在
の日本での図書館界では未だにしばしば言及され
る，要求論・価値論という二項対立は，アメリカ
においては，すでに 20世紀初頭において提出さ
れているという構図である。安井は“カーノフス
キーの業績で最も有名なのは，「価値論」と「要
求論」を対立的に定義づけ，1890年代に前者か
ら後者への推移が起こったと指摘したことであ
る”17） ［p. 13］と述べている。
このようにアメリカにおいて，100年近く前
にはすでに要求論・価値論という軸が提出され
たことを河井らが指摘していることをおさえつ
つ 22），翻って日本の選書論を現代から過去にた
どりつつ，素描していく。
本稿の執筆時現在（2012年）の選書論のレ
ビュー論文としては，山本 23），あるいは前述の
安井 24）によるものがある。2000年代において目
を引くものには，図書館のベストセラー提供問題
をきっかけとしつつ，要求論の理論の再構築を目
指した根本による論文がある 25）。1990年代の選
書論については，利用者のニーズを全面肯定する
立場の伊藤，山本らによる，「現場」の意見を背
景とする『本をどう選ぶか』26）がある。また，今
もしばしば引用されるものとして，1993年発行
の三浦らによる『コレクションの形成と管理』27）

があげられる。また，1989年に発行された『現
代の図書選択理論』28）の収録論文として，伊藤・
山本らは「1970年以降の公立図書館図書選択論」
と題した文章を書いている。加えて，1970年の
『市民の図書館』29），1963年の『中小都市におけ
る公共図書館の運営』30）が我が国の図書館に果た
したとされる役割については，論を俟たないであ
ろう。
さらに論者によっては，それぞれの立場に立脚
した選書論を唱えている。換言すれば，自説を補
強する，「為にする」言説を生産することも多い
ように思われる。したがって客観的な視点で選書
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論の流れを把握することは困難に陥っているのが
現状である。安井は，“（図書選択論の論者によ
る）これらの相異なる記述には，言語行為論が指
摘するパフォーマティヴ（行為遂行的）な性質が
あるのかもしれない。……その記述によって読者
の認識を「望ましい」方向へ誘導しようとするも
のだとも見ることができる”17） ［p. 23‒24］と指摘
している。たしかにこれまでに行われてきた言説
はいくつかにおいては参考とすべき点もあるが，
一方で図書館界においては，感情的かつ自己の
「信念」を発揮するための記述が数多くなされて
きていることは事実であろう。
たしかに先の「パフォーマティヴな性質」につ
いての安井の指摘は，本稿にもあてはめうるもの
である。ただし本稿では実際の図書館においてど
のようなことが起こっているか，という点で現象
を把握し，価値中立的に問題の所在を明らかにす
る手法をとるため，安井の指摘からは本稿は距離
を置いていることを念のため付言しておく。
先で紹介したレビュー論文等ではそれほど指摘
されていないものの，現在の選書論にかかわる
と思われる論争としては，2004年から数年間に
亘って行われた，『図書館界』誌上の討論があげ
られる。2004年 9月号からの「現代社会におい
て公立図書館が果たすべき役割は何か」と題する
特集は，数年間にわたっての論争を巻き起こし
た。「『市民の図書館』を歴史的にどう評価する
か」「貸出中心のサービスを発展させるのか転換
させるのか」「現行の資料購入のありかたをどう
考えるか」という 3点をポイントにし，論文やコ
メントを募ったものである。2004年 9月の 56巻
3号，2005年 3月の 56巻 6号，2005年 11月 の
57巻 4号，2007年 1月 の 58巻 5号，2007年 11
月の 59巻 54号の，5回にわたった特集 31）におい
ては研究者，現場の図書館員，現場経験のある研
究者らから多くの持論や批判等が寄せられ，百家
争鳴であった。しかしながら，各個人の立場を問
わず，論者によっては筆致に冷静さを欠いた文章
も散見され，読む分には興味深いが本稿の先行研
究として引用するにはきわめて繊細な注意が必要
である。確かに個々人の主張には汲むべき点が多

くあるのは事実である一方，論争が噛み合ってい
ないという感も拭えない。事実，根本は，『理想
の図書館とは何か』の第 8章において，以下のよ
うに論争を振り返り，種々の感情的な意見を切っ
て捨てている。

　公立図書館をめぐる「論争」の「当事者」
としてひとまず思うのは，筆者自身の役割は
ひとまず果たせたのではないかということで
ある。というのは，若い人たちに図書館改革
の課題を引き継ぐのが筆者の目的であり，そ
れができつつあるのではないかと考えるから
である。……筆者の主張（第七章）を積極的
に批判した人たちは，基本的に 1970年代か
ら 90年代にかけての図書館サービスを率先
して引っ張ってきた人たちであり，大方はす
でに現役の図書館員ではない。……彼らの主
張は，当時のやり方でうまくいっているのだ
から大きく変える必要はないというものであ
る。筆者は，その当時の論理はもはや通用し
ないから新しい論理が必要だと述べたので，
すれ違わざるを得ない。32） ［p. 132］

選書論の先行研究をまとめると，図書館がいか
にして本を選択するかという議論は膨大かつ様々
な見方が存在するために理論の「正史」を描くこ
とはきわめて難しいということが言える。そのな
かでの構図を敢えて取り出すと，戦前の図書館は
利用者に良書を届けるのが使命であるという「価
値論」に反省・反対し，利用者の要求を最大限に
叶えることこそが図書館の使命であるという「要
求論」が現場の職員によって唱えられている場合
が多い。一方，図書館では予算が限られている以
上，図書の選択については優先順位を付けざるを
得ないという研究者による論も存在し，この二者
は往々にして不毛な論争を引き起こしている。
いずれにせよ，選書論の流れを捉えるといった
研究は本稿の主たる目的ではないため，詳細の選
書論の枠組み自体ついては，以上で紹介した先行
研究のレビュー部分あるいはそれぞれの文献リス
トに譲る。
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以上の図書選択論の先行研究についての素描に
続き，本研究が注目する「図書館の知的自由論」
についての研究をいくつか紹介する。疑似科学の
図書を図書館でどう扱うかという問題は，図書館
における資料収集・提供の自由と，一方で偽の知
識を伝達して良いのだろうか，という社会的責任
論との衝突の場となりうるからである。つまり図
書館は利用者の知的自由を守る存在か，それとも
社会的責任を負っているために積極的に特定の図
書を推薦すべきか（あるいは議論そのものはほと
んど見られないにせよ，その裏返しとして，理念
的には不適切な図書をいかにして取り扱うか，と
いうことも考えられる）という構造がある。これ
については，先の選書論の先行研究と同様に，知
的自由論に関する膨大な先行研究が存在する。こ
れらを逐一紹介することは不可能であるため，4
区分に基づき和書を紹介する。
この 4区分は便宜的なものであり，排他的では
ない。また，主として図書館の選書および知的自
由を主題とした図書を列挙しており，無論，網羅
的なものではない。
本節では，なぜ疑似科学問題をとりあげるのか
という下地作りのために「選書論」「図書館の知
的自由論」の先行研究を紹介した。しかし，図書
館と疑似科学図書の問題を正面から取り扱った文
献はそれほど見当たらない。なぜならば，これら
「図書館の知的自由論」を扱った先行研究のなか
では，差別，犯罪，プライバシー，警察権力，ポ
ルノグラフィ，政治思想といった諸問題に関係す
る課題が取り上げられることが多いためである。
つまり我々の知識を人文科学・社会科学・自然科
学に関するものと区分した場合，図書館の知的自
由に関する議論は，人文科学および社会科学のみ
に注目としているといえる。ゆえに，自然科学に
ついての「疑似科学図書」をいかにして図書館で
取り扱うかという事例や，あるいは思考実験すら
ほとんど存在しない。
日本でも，図書館の自由に関する宣言の文中に
ある「資料提供の自由を有する」に抵触するとさ
れた，科学的合理性に反した図書についての事例
は存在する。たとえば，1989年に出版された遠

藤周作の対談集『こんな治療法もある』に関する
事例がある 33）。
同書は，正当医療とは認められていないが，少
数には効果があったように思われた医療法を紹介
した図書である。まえがきには“（この治療法は）
『絶対的』だと考えないでいただきたい”と断り
書きがあったとともに，さらに治療法について注
意喚起を行っていた。しかし同書内で紹介した治
療を受けた読者から，副作用が出たとの苦情を受
け，出版社は同書を 1992年 7月に絶版にすると
ともに，1992年 8月，全国の図書館に同書の閲
覧・貸出の禁止を要請した。
これに対し，図書館問題研究会は会長名で，閲
覧及び貸出の禁止要請は国民の知る自由を侵害す
るものとして抗議文を送付した。版元も，図書館
への説明文のうち，どの内容を具体的に問題視
し，絶版を決定したのかの説明を省略していた。
そのため，図書館問題研究会の危機意識にならっ
て除架・除籍を行わなかった図書館は多く存在し
た。一方で，マスコミが大きく報じたこと，医療
関係書籍であること，出版からかなりの年数が
経っていることを理由に，同書を除籍した図書館
も存在した。結局のところ，日本図書館協会の図
書館の自由委員会は，読者には，書籍の内容につ
いてリスクを含めてどう評価するかの判断が委ね
られているため，安易な図書館からの除籍を拒否
する姿勢を薦めている。
本件に関し，図書館問題研究会は，朝日新聞
1981年 11月 19日の夕刊の記事にある，翻訳本
の誤訳に対する発売元の責任が問われた訴訟にお
いて，書籍の内容は読者の側に判断能力があり，
読者の良識で選択がなされるべきであるとの判例
を裁判所が示したことを引用し，図書館は読者の
判断力に全てを委ねるべきという方針を提示して
いる。
ただし，図書館問題研究会の方針に端的にあら
われているように，本件については，科学的（つ
まり，医療に関する）知識が問題になっているに
もかかわらず，それを翻訳本の誤訳と同一視して
いることは指摘できよう。もちろん図書館内部に
蓄積された知識をすべて一つの水準とみなし，図
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書館が自然科学的知識も人文社会科学的な知識を
も同一視する姿勢をとることはひとつの知見であ
る。しかし，次節で概観する，科学哲学者，カー
ル・ポパーの議論を援用すると，自然科学的知識
と人文社会科学的の知識の質の差から，同一視は
困難であると考えられる。したがって，後世から
見た場合の後付けの枠組みではあるが，従来の自
由宣言を適用していた領域と，実はそうでない部
分についての領域を切り分けて考えてみたい。図
示すると第 1図のようになる。
一方，海外の，あるいは邦訳された図書のなか
には，1，2の事例が存在した。たとえば，先に
紹介した毒キノコを可食と誤記した場合の思考実
験 5），あるいは，「カロリーが問題じゃない」50）と
題された文章は，本稿における疑似科学図書と図
書館を考える上で手がかりとなるものである。こ

の文章はある大学図書館の書架に，明らかに間
違った知識を記載した食物栄養学の図書が存在
し，それを批判する準教授［原文ママ］への対
応，および，その図書に対してニーズを持つ学生
への対応を図書館員はどうすべきか，という紹介
である。しかし，この事例は，“関係者の立場を
守るため，カモフラージュされており実在の事象
と類似があったとしてもこれは全くの偶然であ
る”，とまえがきで断りを入れている。またさら
に，これは答えを提示しないスタイルの教科書で
あり，あなたが館長の立場だったらどうします
か，という質問で終わっている。
また，目を引くものに Collection Management

誌に収録されたグラハム・ハワードによる
「Pseudoscience and selection」51）と題された論文
がある。これは図書館の選書について，本稿も依

第 1表　図書館における知的自由に関する先行研究
区分 説明 代表的な先行研究例

教科書，ガイド
ライン

図書館・情報学を学ぶ学
生，あるいは実務に携わる
図書館員向けに書かれた対
応事例等を記述したもの

• アメリカ図書館協会知的自由部『図書館の原則 図書館におけ
る知的自由マニュアル第 3版』34）
• 河井弘志『蔵書構成と図書選択』35）
• 三浦逸雄，根本彰『コレクションの形成と管理』36）
• 日本図書館学会研究委員会『現代の図書選択理論』28）
ほか，いくつかの司書課程の教科書など

事例集：ケース
スタディ

図書館の知的自由が脅かさ
れた事例を紹介。図書館に
おける知的自由の理念とは
何か，という理論を構築し
ようと試みる事例集であり
知的自由とは何かという理
論的面までは踏み込まない

• 日本図書館協会図書館の自由に関する調査委員会『図書館の自
由に関する事例 33選』37）
• J. アンダーソン『図書館の自由と検閲』38）
• 日本図書館協会図書館の自由に関する調査委員会『表現の自由
と「図書館の自由」』39）
• 日本図書館協会図書館の自由に関する調査委員会『図書館の自
由に関する事例集』40）
• 日本図書館協会図書館の自由委員会『図書館の自由ニューズレ
ター集成』41）
• 日本図書館協会図書館の自由委員会『図書館の自由ニューズレ
ター集成 2』42）

事例的アプロー
チ：帰納

図書館の知的自由が脅かさ
れた事例を紹介し，図書館
における知的自由の理念と
は何か，という理論を構築
しようと試みるもの

• シャーリー・A・ウィーガンド「現実の一撃：レトリック，権利，
現実の衝突と『権利宣言』」『図書館の権利宣言を論じる』5）
• 塩見昇『知的自由と図書館』43）
• トニ・セイメック『図書館の目的をめぐる路線論争』44）
• 川崎良孝『図書館の自由とは何か』45）

理論的アプロー
チ：演繹

図書館の知的自由の理念か
ら，現実に起こってしまっ
た，あるいは起こりえるで
あろう事例を対象に，分析

• 山下信庸『図書館の自由と中立性』46）
• 根本彰「選択か？，検閲か？」『収集方針と図書館の自由』47）
• 渡辺重夫『図書館の自由と知る権利』48）
• 渡辺重夫『図書館の自由を考える』49）
など



Library and Information Science　No. 68　2012

 ― 93 ―

拠するカール・ポパーの反証可能性の議論を下敷
きにしている。ハワードは以下のように指摘す
る。科学には科学たらしめる客観的な規準が存在
する。一方で，客観的な規準を完全にあてはめる
と図書館の蔵書構成が常に利用者に「正しい」も
のを押し付けかねない「帝国主義的」な面に接近
しうること，そこから逃れるためには社会構成主
義を下敷きにすることで非エリート的，民主的な
図書館像を目指すことが可能である。しかし一方
でその立場では普遍的な蔵書選択の規準が喪われ
うる。以上，ハワードが示唆するように，疑似科
学図書の所蔵問題は，利用者のリクエストがある
から疑似科学図書も蔵書とすべきである，あるい
は科学の体系に反するので棄却すべき，といった
単純な二分法に留まらず，思想哲学的な議論につ
ながっており，はるかに混みいった議論が必要で
ある。ただし，ハワードの議論は，反証可能性の
議論や社会構成主義といった理論的な面を紹介し
ているものであり，現実の図書館・図書館員がど
のような判断を行っているか，という実務面にま
で踏み込んだものではない。以上のように，図書
館の選書，あるいは知的自由に関しては，数少な
い例外を除いて，膨大な先行研究が存在するにも
かかわらず，疑似科学図書に関する図書館の議論
はほとんど存在しないか，あったとしても社会的
知識と同一視している，あるいは，思考実験と
いった水準にとどまっている。言い換えると，疑
似科学に関する図書選択に関しては，先に述べた
4区分のうち，（1），（2）のような事例として単
発で見られるのみで，指針の策定や対応時の根拠
策定といった理論化・一般化まで行われた議論は
存在しない。
先行研究における，図書館の自由に関する宣言
についての議論では，実は社会的知識に関する図

書の取り扱いがこれまでは主であったが，しかし
ながら，疑似科学問題を図書館で捉える際には，
さまざまな困難も存在する。
科学的知識に関する図書を図書館の蔵書として
所蔵する際に，科学的知識を扱おうと社会的知識
を扱おうと，同じような水準で取り扱うべきであ
るという考え方は当然可能である。科学的に間
違っているから本書は図書館に入れるべきではな
い，という議論は，容易に社会的知識に関する本
をも排除する議論に敷衍しうる。したがって，こ
のような図書を区別するような議論はすべきでは
ないという論法は，論理的にはさておき感情的に
は成立する余地がある。
たとえば，伊藤らは，図書館の利用者のニーズ
を徹底的に応えていく図書選択論を進めていくな
かで，“この論法（筆者注：利用者のためではな
い，図書館の「目的」からはじまる図書選択論）
ではビニール本が，例えば，マンガやハーレク
インに替えられても何もおかしくない”28） ［p. 47］
と批判し，図書館がいわゆる「良書」を利用者に
押し付けることへの忌避感を繰り返し唱えてい
る。
このようにある面では頑なに知的自由を擁護
し，利用者の要求を推し進めた幾人もの論者の果
たした功績は大きい。繰り返しになるが，本稿は
図書館からは「○○の本」を排除すべきである，
とは主張しない。社会的知識に関する知識は，図
書館において，多元主義的にさまざまな形で提供
されるべきであるという立場に完全に賛同する。
一方で，科学的知識が社会的知識とは異なった性
質を持つ可能性がある以上，社会的知識とは異
なった取り扱い方がありえるのではないかという
疑問点のもとに実施した調査を報告するものであ
る。

第 1図　従来の想定と本稿の主眼
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D. 疑似科学と反証可能性
本節では，疑似科学とは何かという記述を試み
る。カール・ポパーの提出した反証可能性の議論
を素描し，前節で論じた，科学的知識と人文社会
的知識の性質の異なりについて説明する。その上
で，さらに，ポパーの反証可能性が実際のところ
は科学あるいは科学者，科学者コミュニティを主
たる射程距離にしていたことを指摘し，図書館の
「選書」については，ポパーの議論はそのままで
は射程距離外にありうることを論じる。
疑似科学問題を捉える上では，何が科学で何が
科学のふりをしているかという境界設定が必要で
ある。この境界設定を端的に捉えたものがポパー
の反証可能性である。しかしながら一方では，ポ
パーの反証可能性のいわゆる「誤解」，すなわち，
誤った知識は即座に棄却されるのであるという，
従来，誤解されがちであったポパー解釈と，そこ
から容易に敷衍しうる，誤っている図書は即座に
図書館から廃棄すべきであるといった単純な思考
法を否定する。つまり本節は，本稿の依拠する理
論的背景を素描しつつ，同時にその限界をも指摘
する。
カール・R・ポパー（1902‒1994）により提出

された「反証可能性」は，科学と疑似科学の境界
を設定する論理であり，科学哲学の領域に限ら
ず，近年では一般向けの図書で解説されるなどよ
く知られている。ポパーは，論理実証主義者が科
学とは何かということに着目する単称命題から全
称命題を導きだす方法論が限界に陥っている点
を指摘し，科学とそうでないものの差異を論じ
ることにより，科学を疑似科学側から逆照射す
ることを主張した。端的に説明すると，科学は，
自らを反論するテストを考案できる。なおかつ，
その自らを反論に晒し続けるテストに耐え続けた
理論こそが信頼性の高い科学的理論であるという
ものである。自らが誤っていることを試すテスト
を考案できるか，つまり反証を許す可能性を持ち
うるか，ということにより，「反証可能性」とい
う命名がされている。従来は，科学とそうでない
ものの境界を議論するために「境界設定問題」と
いう言われ方が行われてきたが，近年ではよりわ

かりやすく「線引き問題」と呼称されることも多
い 52）。
たとえば，相対性理論の信憑性を確かめるテス
トはなお各地で行われている。したがって，ポ
パー的に言うと，相対性理論はきわめて科学的な
理論である。翻って，反証を作るためのテストそ
のものを考案できない，あるいは存在する自らを
反証する事実があったとしても，言い逃れを行っ
て自らの理論の延命を図ろうとするような理論
は，科学的理論ではないということになる。ポ
パーはその象徴を，マルクス自体の業績は高く評
価しているものの 53），科学を僭称するマルクス
主義や占星術に求めている。
ここで注目しておくべきことは，反証可能性を
持つことと持たないこと，そして，反証可能性に
よって棄却されるか否かの基準は，それぞれ異な
る点である。つまり，ポパーによると反証可能性
をそもそも持ち得ない芸術や文学，哲学といった
知識はそもそも非科学である。また，ポパーの文
脈において，非科学という言葉は端的に「科学で
はない」ということを表すだけであり，非難の
意図は存在しない 54）。本稿もこの語の用法に従
う。一方で，科学のふりをしているが，科学では
ないものが「疑似科学」となる。
図書館情報学は，ポパーの提唱した理論に注目
した過去がある。反証可能性はポパー前期の議論
であるが，ポパー後期に提出された「客観的知識
論」を援用しようとした研究が，1980年代には
図書館情報学の領域では盛んに注目された 55）。
ポパーの客観的知識論とは，認識主体から離脱し
た，「記録物」によって成立する世界が存在する
という，心身二元論の一種の拡張である。この議
論は，記録物をもってその重要性を説く有用性が
評価され，図書館情報学の領域において注目を集
め，日本でも導入が試みられた経緯がある 56）。
しかし，ポパー哲学の前期にして最大の「勲
章」と言われる反証可能性を直接的に援用したよ
うな議論は図書館情報学内部にはそれほど見当た
らない。それにはおそらく後の，T.クーンによ
るパラダイム論との激烈な論争の影響がありうる
可能性は指摘できよう。当時の文献では，図書館
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情報学者はパラダイム論にどちらかというと与す
ると捉えられるような議論が散見できる。おそら
く，パラダイム論は科学者そのものではなく，む
しろ科学者コミュニティを駆動させる動機そのも
のを問うたゆえに，図書館の世界に親和性があっ
たようにも思われる。
しかし，疑似科学と科学の境界設定を考える上
では反証可能性の議論は避けて通ることはできな
い。というのも，疑似科学問題を捉える上での始
祖としてポパーがあげられる上，ほとんどの疑似
科学問題を捉える議論はポパーの議論を下敷きに
しているからである。
ポパーの議論は多くの誤読にさらされてきた。
これについては『批判と挑戦』57）に詳しい。ポ
パーの反証可能性を踏まえる上でいくつかの重要
な点としては
（1）反証可能性は科学と疑似科学を単一の線で峻

別する厳しい方法論ではない
（2）反証可能性はあくまでも「論理的」な議論で

あり，実践的意味においてはそもそもの射程
距離外にある

ことを指摘しておく。
（1）に関して，反証可能性は，科学と疑似科学
のあいだに厳密な線を引くものではない。たしか
に科学という体系から確実に反する理論は反証可
能性によって棄却される。たとえば，「水にあり
がとう」というと綺麗な結晶となる，というもの
を「科学的理論」と称するかぎり，これは現段階
の科学の水準から言えば，間違いなく疑似科学の
領域に属する。ただし，ポパーは，反証がひとつ
見つかったからといって，即座にその理論を放棄
するように働きかけるといった，反証可能性を単
純に厳しい方法論に落としこむことは忌避してい
る。科学と疑似科学の境界には単純な線引きがあ
るのではなく，その間には広大な「グレーゾー
ン」があるとされる。たとえば，まだその真理性
が確定し得ない最先端の議論や，あるいは実験装
置や理論の発展に伴い，過去，疑似科学的とみな
されてきたものが改めてすくい上げられるケース
が存在するからである。彼は「なぜ疑似科学でさ
え有意味なのか―科学のための形而上学的プログ

ラム」と題された一節で以下のように書いてい
る。

たとえば，潮汐を月によるものとする理論
は，歴史的には占星術的言い伝えの末裔であ
る。ニュートンによってそれが受け容れられ
る以前は，この理論は占星術的迷信の一例と
して，ほとんどの合理主義者によって拒否さ
れていた。ところが，ニュートンの万有引力
の理論が示したのは，月が，「月下の出来事」
にも影響を及ぼしうるということだけでな
く，月より上の天体のいくつかも，アリスト
テレスの説とは反対に，重力による引きの影
響を地球とか月下の出来事に及ぼすというこ
とであった。（略）ここには，疑似科学理論
をもてあまして追いだしてしまうと，このう
えなく重要な着想がいかに簡単に失われてし
まうかが示されている。58）［p. 264‒265］

また，たとえばニュートン力学はアインシュタ
インによる相対性理論によって反証された，とい
う事実はポパーも認める。しかし，だからこそ，
ある妥当範囲内（例えば光速のある一定範囲以
内）において，ニュートン力学は安全に用いるこ
とができる理論であるとポパーは考える。
したがって，なにからなにまで間違っている科
学，たとえば本稿のきっかけとなった『水からの
伝言』などは疑似科学としてひとまず棄却するに
せよ，ポパーは科学の水準の進捗によっては再評
価されうる事実が存在することを認めている。一
方で，現実的には自らに対する批判に対して容易
に言い逃れを行う，あるいは，自らへの反論を受
け付けない独断的態度については，彼はこれを
まったく科学的ではないと退ける。
（2）については，（1）をさらに精緻化したもの
といえるかもしれない。ポパーは実際の反証と反
証可能性の混同を繰り返し拒否する。蔭山は「反
証可能性の理論」で以下のように書いている。

ポパーは，反証の可能性と実際の反証はまっ
たく別であり，前者の方が重要であって，反
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証可能性理論は後者については何も述べてい
ないと強調してきた。そしてさらに，前者の
反証可能性は論理的な可能性であると繰り返
し主張する。（略）そして実際に，ポパー自
身，言明の論理形式を分析しただけでは，そ
れが経験的に反証可能性な言明であるかどう
か決定できないことを認めている。（略）で
は，どうしてポパーはこれほどまでに反証
可能性の論理形式にこだわるのだろうか。
（略）そのもっとも主たる理由は，論理が批
判のための強力な武器だからである。反証を
有効に機能させようとしたら，論理の問題に
しておくのがもっとも効果的なのである。59） 
［p. 121‒122］

例えば，ポパーへの批判者は，1905年にアイ
ンシュタインによって解かれた水星の近日点移動
を例にあげる。古典力学においては既に「謎」と
して知られていたその問題の実例により，反証の
実例には理論を覆す力はないと批判する。しかし
ポパーは，そのようなアノマリ（原則では説明で
きない逸脱事例）は「理論体系のどこかがおかし
い」ことを示す有効な指標として用いることがで
きるのだと反論する。
すなわち，ここでもポパーの反証可能性は，何
か説明のできない事実があったからといって，そ
の理論の即座の棄却を要請するものではないこと
が示されている。つまり，ポパーによる境界設定
問題は，専門的訓練を受けた科学あるいは科学者
コミュニティにおいては一定の有効な機能として
働きそうであるが，図書館の実際に落とし込んだ
際には，一部では参考になるには間違いないにせ
よ，必ずしも全面的に機能しうるとは考えにく
い。
例えば，マイケル・ギボンズは現代の知識生産
の過程が変容しつつあることについて，「モード
論」という議論を提出している。ギボンズは以下
のように指摘している。

　変化は，知識生産の伝統的モードとなら
ぶもう一つのモードの発生として記述され

る。われわれはそれをモード 2とよぼう。
モード 1ともよぶべき伝統的知識が，ディシ
プリン（個別学問領域）の本来認知的なコ
ンテクストのなかで生み出されることと対
照的に，モード 2の知識は，より広いコン
テクスト，トランスディシプリナリな社会
的・経済的コンテクストのなかで生み出され
る。60） ［p. 20］

つまりモード論は，現代の知的生産の場は，「象
牙の塔」たる伝統的な大学のそれに限らず，社会
のさまざまな領域によって行われ，またそれが拡
大していると主張する。ここからは，科学あるい
は科学者コミュニティといった「狭い領域」にお
いては斬れ味の鋭い反証可能性の議論は，必ずし
も現代の知の生産状況を射程内に全て収めている
わけではないことが示唆される。たとえば伊勢田
は，モード 2科学の台頭によって科学の多様化が
認められ，また，市民の持つローカルな知がそこ
に取り入れられつつある以上，科学とそうでない
ものを一律の基準で区別する理由は減ったように
みえ，境界設定問題は最近あまり論じられなく
なった，と指摘する 61）。ただし，だからこそ伊
勢田は，モード 2科学の台頭の知の利用のされ方
が多様化しつつある現状を踏まえて質保証の議論
を再度改めて考える必要性があり，個別的な境界
設定の重要性を唱える。いずれにせよ，図書館も
多様化する知的世界と向き合うことを望むのであ
れば，従来行われていたような要求論・価値論と
いった二項対立の軸の選書論の議論を超えて，今
後の課題として改めて選書論や蔵書構成論に向き
あう必要が出てくるようにも思われる。おそらく
その様相は根本の唱える「制限的要求論」62）の実
践的検討に近づいていくだろう。
以上をまとめると，ポパーの反証可能性は，間
違った内容が含まれているからといって即座にそ
の理論の放棄を要請するような単純な方法論では
なく，見かけよりもはるかに込み入っている。
よって，図書館において，間違っている本が存在
するからそれを除籍しようといった単純な方法論
にはそもそもどうやっても敷衍しようがない。し
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かしだからといって，全てなんでもかまわない，
という質保証をも排除したアナーキズムに陥るこ
ともこれは実際のところ望ましいともいえない。
そこで，従来提出されてきた理論の有効性や可
能性と同時に限界をも把握し，次節からは本稿に
おける主たる目的，「実際の公共図書館はどのよ
うに擬似科学図書」とつきあっているのかについ
て論ずる。

E. 実際的な運用のレベル
図書館における資料の収集・組織化・提供・保
存の四段階を考えると，それぞれにおいての資料
の取り扱い方法がある。選書の後，資料にどのよ
うな「意味付け」を行っていくかは各図書館で行
われる業務であると考えられる。具体的には，分
類番号を付与する，悩ましい図書については但し
書き付きで提供する，書架分類をどう行う，閉架
書庫に保存するといったケースを想定しうる。し
かしどのような営みが「現場」においてなされて
いるかを文献そのものから拾い上げるのは困難
である。たとえば取り扱いが困難な「悩ましい
本」は閉架に所蔵するといった現場のノウハウの
事例報告は，筆者の経験からはインフォーマルコ
ミュニケーションの場において耳打ちされる程度
で，まず論文誌上には出てこない。これは図書館
員自身の自制により，公式の場で語られにくいも
のであるとも考えられるため，ラポール（相互の
信頼性）の形成が未熟な段階ではこの種の話は採
取できないようにも思われる。このような背景の
もと，単館の事例報告ではなく，複数館を対象と
し，疑似科学図書といった「悩ましい図書」に対
する図書館の営みが一般化できるような形を目指
し聞き取り調査を行った。聞き取り調査にあたっ
ては独自に次のような調査倫理規定を設定し，機
微情報の提供に配慮した。
（1） 社会学でいうウェーバーの価値中立に留意

し，肯定的意図および否定的（弾劾的）意図
がないことを事前に十分に伝える。

（2） 被調査者は匿名とし，被調査者の属性（年
齢，性別，居住地等）等も言及しない。ただ
し，館の運営を論じる上で必要な場合に限っ

て（例えば正規職員／非正規職員など）の情
報は公開する。

（3） 被調査者の所属する図書館についても匿名と
する。ただし論じる上で図書館の規模や地理
的特性が必要な場合においては言及する。

（4） 用語の定義については問われない限り被調査
者の主観に任せ，筆者によるバイアスを無く
すよう努力する。

特に（1）の，価値中立的に聞き取り調査を
行っていることについては強調した。今回の調査
は，ややもすれば検閲の実態を捉えに調査に来た
とみなされかねない。そこで検閲の現状を捉える
といった否定的意図はないことと，図書館の実態
がどのようにあるかを明らかにすることが筆者の
目的であるということは繰り返し強調した。これ
らによって，これまでは比較的言及されてこな
かった図書館の実態を聞き取ることができ，「図
書館の自由に関する宣言」に対する教条主義的な
言説とはまた異なった，図書館の重層的な実態の
ありかたをとらえる手がかりができたと考える。
ゆえに，結論先取的な言い方になってしまうもの
の，本稿は今回の報告結果をもってして「図書館
の自由に関する宣言を“厳密に”守っていない」
と批判するものではなく，それをむしろ守りたい
がゆえに理想と現実の狭間で様々な振る舞いを
行っている実際の図書館・図書館員の姿のありか
たを捉えることができたと考える。

II.　調 査 設 計

A. 調査対象館
調査にはある程度の質問の枠組みをインタビュ
アーが構成しつつ，被調査者に自由に話しても
らう半構造化インタビューを用いた。調査時期
は 2009年 10月～ 2010年 2月であり，対象とし
て北海道から関西までの公共図書館 8館を対象と
した。大規模公共図書館と小規模公共図書館の対
比を狙い，また，積極的な発話を期待するため
に『図書館雑誌』や『カレントアウェアネス』と
いった各種図書館業界誌に取り上げられたり，積
極的な発言を行っていたりする図書館を優先し
た。大規模公共図書館とは県立，ないしは地域
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の中核都市に位置する図書館であることとし，
小規模公共図書館は，地方の町村レベルで設定
した。大規模図書館の奉仕人口対象は，15万～
500万人程度（ただし最少の 15万人は地域の中
核都市であり，それに奉仕対象人口 80万人が続
く），図書館費の規模は 1億 5千万円～ 15億円程
度である。一方，小規模図書館の奉仕対象人口
は 5000～ 1万人以下，図書館費は 2000万円以下
である。被調査者に次の調査者を紹介してもらう
雪だるま式サンプリングおよびソーシャルウェブ
サービスを用いてインフォーマントを探索した。
質問は対面で行うこととし，ICレコーダー，メ
モで随時発話を記録した。
ここで，なぜ「大規模・小規模」の軸をとりあ
げたかについて説明する。現在の選書の要求論の
流れを決定づけたといわれているのは，1963年
の『中小都市における公共図書館の運営』および
1970年の『市民の図書館』として一般的には解
されている。当時，貧弱であった各地の公共図書
館を実際に視察した上で目指すべき道を説いたこ
れらの書は各地の図書館に大きな影響を与えた。
その中にはいくつか目を引く記述が行われてい
る。
たとえば，中小レポートの中には“中小公共
図書館こそが公共図書館の全てである”30） ［p. 22］　
“大図書館は，中小図書館の後盾として必要であ
る”30） ［p. 24］，と述べられている。中小公共図書
館こそ公共図書館である，という挑戦的な記載
は，当時の中小図書館に勤務する職員の，大図書
館に対する劣等感，羨望という意識を覆すための
戦術的文言であるとされる。
しかし，この流れからすると，要求論というの
は，本来は中小都市をターゲットとした選書論で
あったはずである。にもかかわらず，筆者の見る
限り，現在の時流においては，要求論はさながら
全ての図書館にも適用される議論のように用いら
れている。つまり，現代において大規模図書館を
も要求論の対象範囲として議論することは，前提
条件の拡大解釈が行われているのではないか，と
いう疑問が生じる。また，中小レポートは，ウェ
ブに代表されるような，現代の多様な情報へのア

クセス可能環境と異なり，おそらく身近な図書館
くらいしか知識へのアクセス手段がなかった時期
に記述されたものである。中小レポートでは，
“彼ら（筆者註：利用者）は実際に借りることの
出来る一冊の本，生活上の疑問の解決にかけつけ
ることのできる図書館さえ在れば，府県立図書館
その他の大図書館について感知する必要はないと
言ってよい”30） ［p. 24］とすら記述されている。
当時の，知識と人とを文字という形で媒介する
システムは，小規模な図書館や，あるいは小規模
な書店程度しかなかったであろう。しかし，現代
はウェブ環境をはじめとし，多くの情報環境の激
変がある。社会的構造がこのように変化した以
上，図書館は変わらずにいる（べき）機能と，変
わらざるを得ない機能があるはずである。
したがって，以上をまとめると，（1）大規模図
書館での職員らの意識は要求論的なニーズをどの
ように受け止めているのか，（2）中小レポートで
描かれたような要求論を肯定する立場は，未だに
中小図書館の職員のなかで受容しうるものである
のか，という疑問が生じる。したがって，本稿で
は主たる軸として，大規模・小規模図書館という
分析軸を採用した。
当然，それ以外に選書方針やコレクション形成
に与える要因は多いであろうことは容易に想像が
つく。例えば地理的特性や住民の志向，選書体
制，選書カタログの利用の有無などの要因は即座
にあげられるものの，それらの要因と様相は各図
書館によってさまざまであり，それぞれを独立変
数として捉えた場合の傾向性といったものはとう
てい捉えられず，一般化の不可能な，単なるケー
ススタディで終わってしまう可能性がある。した
がって，客観性・検証可能性があると考えられる
「大規模／小規模図書館」というシンプルな軸を
本調査は採用する。
なお，インタビューを行う中で，本調査での主
眼ではないものの，選書カタログの利用の有無
や，その利用の方法については重点的に尋ねた。
一般的に現在の図書館における図書選択の実際で
は，書店などから書籍の実物を持ち込んでもら
う「見計らい」と，新刊情報カタログ利用の 2つ
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を併用することが多い。しかし，館によってその
利用比率や利用のありかたは様々である。ただ，
書店の店舗が近所に存在しない立地にある図書館
すなわち往々にして小規模図書館では，選書カタ
ログの重要性は高まると思われる。選書カタロ
グの利用実態について言及している研究はほと
んど存在しないので，参考として重点的に尋ね
た。なお，選書カタログはアメリカにおいては
じまった。「書評」が文芸評論と化し，図書館自
身にとって使いにくくなってきたため，アメリ
カ図書館協会が中心となり図書館向けの「書評
誌」Booklistを 1905年に構築するに至ったとさ
れる。日本においては，株式会社図書館流通セン
ター（TRC）による『週間新刊全点案内』によ
るシェアが最も多いとされる。

B. 調査対象者
調査対象者は前述の通り，北海道から関西まで
の公共図書館の 8館である。大規模図書館 5館と
小規模図書館 3館であり，大規模図書館に関して
は選書担当の職員に依頼した。大規模図書館に調
査が偏っているきらいはあるが，大規模図書館を
さらに細かく見ていく必要性から，このようなサ
ンプル数となった。選書担当の職員とは，基本的
に NDCの 1次区分における 5，6類（自然科学，
技術・工学）担当者のことである。また，選書担
当が明確に区分されていない図書館の場合は，通
常の選書担当者に依頼した。
以下に発話者の IDを記す。大規模図書館の被
調査者は A，B，C，D，Eの 5人である。小規
模図書館の被調査者はⅰ，ⅱ，ⅲの三人である。
インタビュー調査にかけた時間は，最短で 30分，
最長で 3時間である。

C. 調査票
半構造化インタビューであるため，基本的な質
問の枠組みをこちらから提示しつつ，被調査者に
適宜話題を膨らませてもらいながら発話しても
らった。なお，本文中では必ずしも発話順に取り
上げるのではなく，再構成して記述する。なお，
インフォーマントには自由に喋ってもらうため，

疑似科学とは何か，地域性とは何かといった定義
問題は質問を受けた時点で答えることにし，事前
に説明することは行わなかった。
質問項目を第 2表に示す。被調査者の反応や発
話の表現の方法によって質問の順序を適宜入れ替
え，調査を行った。
以降，筆者が発話者の大意をまとめて記述した
部分には「　」を用い，発話をそのまま引用す
る場合は“　”ないしはインデントを用いる。
また，筆者が文脈に応じて発話を補った場合は
（　）を用いる。なお，発話者にはライフヒスト
リー以外の箇所においては，図書館を代表したつ
もりで発話を行うよう要請した。

III.　結　　　果

本章では聞き取り調査の結果を適宜引用しなが
ら報告する。
まず，疑似科学図書に限らず，「一般的な図書」
に関する業務について質問した結果を報告する。
具体的には質問項目を図書館業務の収集・組織
化・保存・提供に分類し，質問と応答を本文中で
再構築する。その後，本稿で主題とする疑似科学
図書の問題に焦点化し，論じていく。以下では，
収集・保存・蓄積・提供の各業務をセクションと
呼称し，その業務ごとにまとめる。

A. 「悩ましい図書」全般について
1. 収集セクション
各図書館の選書体制については，大規模図書館
は NDC 1次区分に沿って，それぞれの専門の担
当者を設置し，科学担当の選書者の場合，5類の
み，ないしは 5，6類と複数束ねた状態で選書に
あたっていることがわかった。ただし，業務は持
ち回りであり，特定の主題（あるいは関心）を
持っているから選書業務に配属されるわけではな
いという証言はみられた（B）。小規模図書館で
は職員がほぼ全員で選書業務にあたっていた。
選書業務の担当者の立場は様々で，選書担当グ
ループとして成立するのは図書館の「正規職員／
非正規職員」，「司書資格持ち／司書資格なし」の
それぞれの組み合わせであり，館ごとに大きく異
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なっていた。例えば，Dには選書こそが図書館員
の専門性の根幹であるため，非正規あるいは非司
書資格取得者は選書担当には従事させないという
発言があった一方で，Bからは，それぞれさまざ
まな立場から，3，4人を分野の担当として充て，
総合的な立場から選書するとの発言があった。た
だし，Bの場合は選書で迷うケースにおいては全
体選書会議にかけ，最終的には正規職員で判断す
ると証言があった。このように，組織的には最終

的な判断は正規職員が行うケースがほとんどであ
るが，実際のところは最終的な決定権はなくと
も，実質の選書は委託職員に任せられており，そ
れを最終的には職員が形式的にチェックするのみ
であるというケースもみられた（ii）。
どこの図書館であろうと，基本的に選書用のカ
タログを用いて選書していることが明らかになっ
た。選書用のカタログでもっともシェアがあるも
のは TRCによる『週刊新刊全点案内』である。

第 2表　半構造化インタビューの内容
選書全般 • 選書体制

• 見計らいの利用方法
• 選書カタログの利用
• 選書規準の明文化の有無，あるいは運用方針
• リクエストの実態
• リクエストの謝絶実態

図書館・利用者層のイメージ • 自館は教育的な機関か，それとも娯楽的な機関か
• 利用者の図書館利用の想定される目的
• 利用者の情報探索行動（ブラウジングか端的な OPAC利用か）

他館連携 • 図書館間相互貸借（ILL）
• 分館・本館の連携
• レフェラルサービス

分類 • 選書カタログの分類番号の利用方法
• 分類番号の振りなおし
• 開架・閉架書庫の利用

疑似科学の図書 • 疑似科学問題を認知しているか
• 収蔵の有無や是非
• 書架分類の位置
• リクエストの対応
［スピリチュアルや占いについての発話が得られた際］
→ • その図書の扱い

司書の持つ前提知識 • 科学的訓練の経験の有無
• 司書課程受講前と受講後の意識の変化

取り扱いに困る図書全般 ［性的な事象を扱った図書や特定の政治的な主張を行う図書等について］
• 利用者のクレームに対する対応
• 図書館内部での取り扱い，運用方針

除籍 • 除籍理由
• 除籍規準の有無と運用
• 閉架書庫への移籍

地域性 • その図書館固有と考えられる図書の取り扱い
図書館の自由に関する宣言 • 宣言自体の理解，感想

• 業務中における意識
• 司書や図書館の中立性について
• 実現方法

ライフヒストリー • 図書館職員を目指した理由
• 家庭環境
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ほかにも日販図書館サービス発行『ウィークリー
出版情報』や大阪屋の『新刊案内』などが図書館
向け新刊情報として知られている。これらは選書
カタログや新刊カタログと言われる。一般的に蔵
書構成（Collection Building）論においては，選
書ツール，選択ツールという言われ方もするよう
だが，選書ツール等と指した場合は新聞の書評等
も含まれより広義の選書に資するためのツールを
指すため，本稿では選書カタログあるいは単にカ
タログという語を採用する。これはその週に出版
された新刊図書の情報を数行の内容案内とともに
リスト化した冊子である。紹介する各図書には予
め NDCが付与されており，記載のバーコードを
読み込むだけで目録のコピーカタロギングが可能
となっているなど，図書館での利用に資するよう
になっている。
カタログは多くの図書館で用いられているもの
の，本調査においては一館，選書カタログを用い
て選書をすることに強い忌避感をあらわす発言を
行う図書館があった。

i：“わたしひとりでやっているので，わたし
が全部，あと利用者からのリクエストだけで
すね”
“ツールは特に TRCを入れていないので，
新聞だとか，書店の広告であるとか，そう
いったもので選んでいます”
“（外の）書店では見るだけ…注文は町内の書
店に発注を出しています”
筆者：（なぜカタログを使わないのか？）
i：「予算がない，町内の書店とのつながりを
持っておきたい」
“司書の仕事とはなんなのだろう。これでは
カタログショッピングのよう”
“だからうちはそれ（カタログ利用）は一切
していないで，選んだものを書店さんから裸
のままできて，それをぜんぶ装備して，分類
つけて，登録もして，ぜんぶやってるんです”
“（カタログに頼りすぎると）司書はそれでい
いのかな，と。あと，（選書の）勘が鈍るよ
うな気がします”

この iにみられるような選書カタログへの忌避
感は，利便性の高すぎるツールに対する一定の警
戒心として捉えることができるだろう。カタログ
そのものを利用することについて問う研究はこれ
まではそれほど見られないものの，これを選書論
の枠組みから問い直す研究が日本において近年数
少ないながら登場しはじめていると安井は指摘し
ている 24）。
これらは図書館が能動的に，利用者のために図
書を選択する段階である 63）。では一方で，利用
者からのニーズを直接すくい上げる形であるリク
エストはどうかを尋ねた。
基本的にはどの図書館でもリクエストは却下せ
ず，ほとんど要求を通していた。特徴的な発話を
紹介する。

A：“基本的には買ったりする方です。リク
エストがあると，最新のものはよその図書館
から借りられなかったりするので，リクエス
トがあったので買いましょうね，と”
C：“ほぼ買っています。こういうの（選書
基準に合わない）がない限り落とさないんで
すよ。ほぼ買う形で検討して行って，でも予
算が限られていますよね，だから落として行
かないとしょうがないってときにこういうの
で（リクエストを）落として行くって感じ”
E：“8割がた買ってると思います”
i：“（リクエスト数は）多いと思います”
“却下しない”
ii：“うちで請け負った分のリクエストは大
体 8割程度は購入。残りは 2割は却下ではな
く相互貸借にまわしてる”

なお，B，D，iiiもリクエストはほとんど通し
ていると発話している。これらを確認したあと
で，実際にリクエストを謝絶しているケースにつ
いて尋ねていった。いくつかのケースで興味深い
謝絶の事例がみられた。

• 「コミック本等は傷みが激しいので受け付けな
い」（A）
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• 「予算があるときは全点買いをしていたが，予
算がないので基準にあてはめて落としていく。
類書，例えば刑法の本等はたくさんあるので謝
絶する，しかけ絵本や変な付録がメインのも
の，問題集や付属の CD-ROMがメインのもの
もあまり買わない。ボーイズラブの図書はレー
ベル切りをしているが，外には（基準を）公表
していない」（C）
• 「リクエスト用紙にあらかじめ買わない本を記
述させてある。例えば漫画本や赤本といった問
題集は買わない」（ii）
• 「リクエスト謝絶のためのルールは内規として
各種存在する。しかしそのルールを外部に明文
化して伝えてはいない」（A, B, E）

なお，ボーイズラブの定義は困難であり，さし
あたっては，男性同士の同性愛を取り扱った漫画
や小説のジャンルのことであると記しておく。ま
た，ここでいうレーベルとは，出版社による図書
の発行用の位置づけ，いわばシリーズのようなも
のである。往々にして「○○文庫」という記述が
なされる。レーベルごとにターゲットとする読者
層の違いといった特性があり，例えば，どこの出
版社から出される性的表現を全面的に押し出した
図書は「××文庫」から出版される，といった暗
黙的了解が読者層には存在する。したがって，そ
の暗黙的了解に則って，特定のレーベルの書籍群
は性的表現等が強調されているため「図書館にふ
さわしくない」，ゆえにそもそも図書館の蔵書と
しないことが「レーベル切り」である。
一方で，i，iiiの小規模図書館では，リクエス
トが来た本はまず買うと強調した。iによる象徴
的な発言をとりあげる。

i：“できるだけいろんな本を見せたい。本屋
さんもちょっとしかないしこれだけのスペー
スしかないけども，でもやっぱりいろんな本
をあつめてみんなに来てもらったら，ああこ
んな本があるんだっていう意外性がないとつ
まらないでしょ”

iの勤務する図書館は他の都市と隔絶した立地
である。近辺の書店も小規模であるため，図書館
が利用者への様々なタイプの図書への接触頻度を
与えるために多様性のある蔵書構築を試みている
ことがわかる。同様の小規模図書館としては，ⅲ
もリクエストはほぼ認めていると言いつつも，
“特定の利用者の人からの繰り返しのリクエスト
が増えてきて…”との悩ましさをあらわす発言も
見られた。
ここで，ILLと絡めて興味深い発言をした図書
館を取り上げる。Aは口篭りながらも“中には
買いたくない本もある”“リクエストが来たら仕
方なく買う”と表現をしつつ，以下のようにリク
エストの積極的な実現と，図書館としての志のす
り合わせに困難があることを述べていた。

A：“出版物がよその図書館から借りられそ
うだったら借ります。持ってなかったり，リ
クエストを受けてうちで所蔵がなかった場
合，基本的には買うツールと，あと県内で
持っている館をまず調べます。それで，出版
から過去 6カ月だとよその図書館もなかなか
貸してくれないので，一応それは来ちゃった
ら買いましょうと”

ここで特徴的にあらわれてくるように，リクエ
ストは蔵書構成のみならず，ILLとセットにして
考えなければならないということである。ⅱに
おいても，リクエストで応えられない 2割は ILL
で代用するという発言があった。やや結論先取気
味になるが，本稿における主題に深く関わってく
るため，Aの発言は第 II章 B節で詳細に論じる。
以上をまとめると，収集においては，

（1） 図書館は基本的にリクエストを謝絶しない
（2） 謝絶する場合は内規を持つ館もあるが，その

内規は必ずしも外部に公表するものではない
（3） 図書館にとっては収集したくない本もある

が，そのような本については利用者に提供す
るため，購入ではなく ILL利用が行われて
いる

という事例が認められた。
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2. 組織化セクション
ここでは資料組織化にまつわる，資料への「意
味付け」について報告する。図書館はさまざまな
文脈において図書を扱うことが「許されて」い
る。この文脈とは書架分類であったり分類番号の
付与であったりする。そこで，本セクションにお
いては，図書へのメタデータの付与を通じた意味
付けの実際を尋ねた結果を報告する。
前述の通り，選書カタログを利用しているため
に選書カタログで記載されている分類番号を通常
そのまま用いる，という図書館がほとんどであっ
た。無論，カタログ利用を行っていないⅰでは，
自らが NDCを付与するとの発言が見られた。
ただし，カタログにある所与の分類番号をどの

ように扱っているか，という点については図書館
ごとに大きな違いが見られた。分類番号の振りな
おしを行うか，という点を問うたところ，いくつ
かの事例が見られた。

E：“ほぼそのまま入れてるんですが，職員
は選書のときに見てて，こんなMARCがつ
いてるけどおかしいってなって直す”
“（ある漫画の社会評論本について）7類（芸
術・美術）のひとが買いたくない…じゃあ 3
類（社会科学）で。分類担当同士での調整が
ある”

ここにみられることは，分類番号の振りなおし
は，カタログの所与の分類番号が間違っていると
判断されるがゆえに振り直されるケースと，それ
ぞれの分野の担当者同士の調整によって分類番号
が振り直されるケースがあるということである。
後者のように，図書館としては持っていたほうが
よい図書であろうが，その図書は自分の担当の書
架には置きたくない，という担当者同士の心情が
みられる。選書や排架の発言権を巡る図書館内の
小規模なヘゲモニー争いともいえるケースは同様
に Cでも見られた。Cの場合は，ライトノベル
を担当者同士がヤングアダルトコーナーに置く
か，それとも一般書コーナーに置くかでしばしば
交渉が行われると証言した。

ここでは個々の図書館職員としては，悩ましい
図書であっても図書館として持つべきであるのは
認めつつも，それを自分の担当とはしたくないと
の心情がみられる。
他の事例として，純粋に利用者の利便性に供す
るために分類番号を積極的に振りなおす図書館も
見られた。
Aは，拉致被害者の手記は当初，伝記に分類
されていたが，国際情勢に分類しなおしたほうが
“出る”（利用される）ので分類番号を振りなおす
と発言した。また，分類番号の振りなおしの実例
として，Aは“利用者から指摘をいただいて，
この分類はおかしいでしょって。でも中見て納得
できたんで，変えました”と証言があった。この
ように，Aのようにカタログの分類番号を所与
のものとせず積極的に分類を振りなおす図書館も
存在する。
一方，大規模図書館であったとしても分類番号
の振りなおしを行わない，という発言を行った
図書館もあった。Bは，筆者が他の図書館では分
類番号の振りなおしをするケースもあるようです
が，と質問を展開したところ，Bは沈黙の後に，
“振りなおしというのは可能なのですか，いや，
たしかに出来ますね。今度からやってみます”と
発言した。以下も Bの発言である。

B：“よくもわるくも TRCさんのMARC頼
みになっているので，そこのものだよね，っ
て，機械的になってます。MARCについて
る分類で引き受けている感じ”

なお，小規模図書館においては担当者同士の押
し付け合い，棚争いというケースは見られなかっ
た。
iiは，図書館の分類番号によって図書の意味は
変化するだろうが，利用者がそれをどこまで理解
できているかはわからないし，OPAC全盛の時
代に図書館側が思うほど分類番号がどれだけ有効
に図書への意味付けとして機能するかという分類
番号への懐疑を発言した。
以上をまとめると，
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（1） カタログに付与されている分類番号を振りな
おすことがあるが，振り直さない図書館も存
在する。

（2） 以下の状況においてカタログの分類番号の振
りなおしが観察された
① カタログの所与の分類番号が間違ってい
ると判断される場合

② 図書館としては入れる必要があるとは認
識しているが，自らの担当書架に置きた
くない場合

③ 利用者の利便性のため
となる。

3. 保存セクション
本セクションでは悩ましい図書に対する保存に
ついて報告する。公共図書館に限らず，図書館に
おける資料保存というのは，ほとんどの図書館に
おいては除籍の業務と表裏一体である。除籍を適
切に行うことは資料選択以上に困難であるとしば
しば言われるが，とくにいったん収集した悩まし
い図書をどのように廃棄しているかの実態を調査
した。
利用者からのクレームによって図書を廃棄する
ことがあったかについては，どの図書館もないと
断言した。ただし，性教育の本でクレームがつい
たことがある（C），や，宗教書についてのクレー
ムがついた際は，“まず，（宗教書は）買ってない
と。（書架に既にあるものは利用者から）いただ
いてますと”と言い返すと発言した図書館もあっ
た（i）。
一般的に除籍は，汚損破損でどうしようもなく
なったときにのみ行うようである。この傾向はど
の図書館においても共通であった。利用者からの
クレームをもってして図書を安易に廃棄するよう
な図書館は今回の調査においては存在しなかっ
た。また，公共図書館にもかかわらず，そもそも
除籍を行わないという図書館も存在した（B）。B
は，B以外の大規模図書館が近隣に存在しないた
め，B自身が保存図書館との性格を強く持つと自
称していた。
以上は利用者からのクレームによって除籍した

ケースは皆無であるという報告であるが，一方
で，図書館職員自身の自己規制と図書の除籍につ
いて興味深い発言を行ったものがいた。

ii：“クレームがつくだろうということを想
定して早々に除籍した本ならいろいろ知って
ますよ”
“よりみちパン !セのシリーズで，『人はみな
裸になれ』，とかそんなタイトル 64）。児童書
です。なんだけれども，イラストもイラスト
だし，内容も内容だし，っていうことで早々
に引き揚げた気がする”
“登録前に内部で指摘があって購入担当者に
連絡をしたら，破棄しますということで登録
すらされなかった。間違って買ったんだよ
ね”

どうしてこのようなことが起こるのか，と iiに
更に尋ねたところ，iiは，図書館の上部組織に司
書資格を持っていない市役所からの出向者が占め
ていること，地域性ゆえに利用者や職員に“わが
ままな人が多く”，それらのクレームを想定して
自主規制してしまっている，と自館批判の発言を
行った。そこでさらに筆者が，では司書資格のた
めの教育を受けていなかったら，司書資格を持っ
ていない人，つまりクレームにおびえて除籍を是
とする人と同じように考えていたかと問うたとこ
ろ，“（除籍を）していたと思う。やはり，利用者
からのクレームはこわい”という返答があった。
このように，図書館員による自主規制が想像以上
に多く行われている件には，アメリカ図書館界に
衝撃を与えた記念碑的な調査にコロンビア大学の
Marjorie Fiskeによる実態調査がある 65）。我が
国においても大場博幸が「暗黙の選択基準：市町
村立図書館における新聞・雑誌所蔵」66）において
報告を行っている。
以上をまとめると，

（1） 利用者からのクレームで除籍は行わない
（2） しかし図書館員の自己規制は存在するという

証言がある
なお，除籍はしないものの，提供の水準で図書
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との運用方法をコントロールする図書館は多く見
られたので次項にて報告する。

4. 提供セクション
本項では，悩ましい図書をどのように提供して
いるかというケースについて報告する。これにつ
いては，多くの図書館が閉架書庫を利用している
ことが明らかになった。

A：週刊新潮で酒鬼薔薇事件の子の顔写真が
出たとき「書庫入りにする。分類を変えて
取っておく」
B：“ここ 1年半ほどではない（過去には
あった）”“これって図書館で置く本？という
ものは正直ありますけど”
C：“基本は新しい本は開架で，ハーレクイ
ンの一部とか，最初から書庫に入れたりする
やつとか，少しはあります”
“（萌え系について）図書館で別に買わなくて
もいい本だよね，って。なんかどれにも（図
書館の収集方針に反する点に）あてはまらな
くって，類書もないよねって言って。でも，
別にわざわざ入れるほどのものでもないよう
な気もするし，最悪書庫で買うか（開架に置
かず書庫置き前提として買うか），みたいな”
“本当にひっこめなきゃいけないような本は
外に出していない，基本的に（書庫に）入れ
たりはしないですけど，よっぽど裁判で負け
たとかで閲覧制限された，個人の侵害が載っ
てる本とかありますよね，そういうのはわ
かった時点で閲覧制限をかけて，閲覧も手続
きをして見ていただく”
E：“（閉架に入れることが）あります。主任
たちと相談して，書庫に入れた方がいいん
じゃないってなったら入れる”

なお，D，i，iiについては直接的な閉架書庫行き
の話は聴取できなかった。いずれにせよ，ここで
皆が共通して発話したことは，図書館に図書を
いったん受け入れてしまうと，恣意的な運用では
廃棄は行えないことである。また，図書館にとっ

てはふさわしくないと思われるが，しかし図書館
である以上，悩ましい図書も持たざるを得ないた
め，一時的貯蔵のバッファとして閉架書庫を利用
している実態があった。
なお付言しておくが，閉架を「喜んで」積極的
に活用している図書館は，今回の調査においては
存在しなかった。悩ましい図書を受け入れざるを
得ないが，積極的な公開はしたくないという悩み
の着地点として閉架書庫の機能があると捉えるの
がより現状に対する解釈として正解だろう。これ
をパターナリスティックだと断じたり，あるいは
アーキテクチャ（環境管理型権力）67），68），69）の悪
意の発露だと論じることは容易であるが，むしろ
筆者としては，図書館が悩ましい図書とつきあう
上での「バランス」の発露だと捉えるほうが適切
であろうと考える。
以上をまとめると，

（1） 図書館は「悩ましい本」について，所蔵しな
ければならないが，提供できないがゆえに閉
架を利用している

B. 図書館の疑似科学図書の実際的な運用方法
本節では，本稿の主題である疑似科学図書をど
のように図書館が運用しているかについて，これ
までの議論を踏まえた上で報告する。重複する部
分については紙幅の都合もあるため，前述の第
III章 A節での議論を適宜参照されたい。
I章で見たように，疑似科学とは何かを精密に
定義することは難しい。しかし，この調査を行っ
た時期は疑似科学問題として『水からの伝言』が
前景化していた時期であるので，被調査者はそれ
を念頭に発言を行ったケースが多くあった（A，
C，E，i，ii，iii）。また疑似科学問題が具体的な
イメージとして掴めない被調査者には，筆者から
“疑似科学図書とは，例えば『水からの伝言』や
マイナスイオンについての本など…”と補足を
行った。この場合，これら疑似科学図書が社会問
題になっていると全員の被調査者が認識してい
た。
ただし，予め断っておくと，半構造化インタ
ビューの手法をとっていたため，被調査者にある
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程度疑似科学の認識を任せた部分がある。科学哲
学領域では，占いや，いわゆる精神世界（スピリ
チュアルと呼称されることも多い）については，
それらを疑似科学と同一のものとは捉えないよう
である。そもそも，人口に膾炙している疑似科学
の定義自体が「科学のふりをしているが科学でな
いもの」であり，占い・精神世界の本はそもそも
科学のふりをしているとは言いがたい。しかし，
発話者がそれらを同一視して議論する場合におい
ては，その発話の流れをあえて遮ることはしな
かった。
本節では，大規模図書館における疑似科学図書
の扱いと，小規模図書館での扱いに区分して論じ
る。

1. 大規模図書館について
大規模図書館における疑似科学図書の扱いにつ
いて，ほぼすべての図書館で共通していたこと
は，「すでに自館に入ってしまっている疑似科学
図書をどう扱うか」という視点であった。また同
時に，そのような疑似科学図書へのリクエストが
行われたらどうするかという筆者の質問には「実
体験をもとに」言及するケースが多くあった。
a. 疑似科学図書の収集セクション
本セクションでは疑似科学図書をどのように収

集しているかについて報告する。

A：（免疫力を高める健康情報の本について）
“あんまり買いたくなかった方だったのか
な？でも予約が結構いっぱい来ちゃったので
買い足しをしました”
筆者：（積極的に買ったりするのか？）
“リクエストがなければ買いません”
筆者：（来たら？）
“仕方なく買う。よその図書館で持っていれ
ばラッキーと思ってよそから借りますし，な
い場合はしょうがないねーって言って買いま
す”
“（精神世界の本の）リクエストはあった。根
強く来ます”
“その人が信じてるならそれでいい。自分

（の蔵書として個人で）で買うのはいや”
B：“（疑似科学図書は）入ってはいますね。”
“（リクエストを却下することは）なくはない
んじゃないでしょうか。”
“やっぱりそのときの話題とかになると
わーっと予約集中したりするんで，これはそ
んなに複数必要なのかという話が出ることも
ありますけど，あまりにも 1冊だけで何十人
もの予約をまわすのはリスクが大きいので
（複本を買う）”
C：“そういうものとして（疑似科学は）世
の中に存在するので，そういうものだからと
いって排除するのは困ったことですよね，図
書館としては”
“そういうのが好きな人もいるから，そうい
う人の要求もある程度はくんであげた方がい
いのかなぁと”
“買い控えはするけれど…”
“明確な理由がないと，要望があるものは断
れない”
D：“たとえば，市町村の図書館から，こう
いうのが世の中に出てるんで買ってくれませ
んかというのはある”
E：”リクエストが多かったら買っているか
なという程度（であって，積極的に買ってい
るわけではない）”
“リクエストがあれば買う。出版点数とか，
この人は売れているとかで差をつける”
“まるきり信じるのはどうかなと思うけれ
ど，まぁそういう思想があってもいいかなと
思う。（だから図書館にあっても）まぁいい
と思う”

ここで特筆すべきは Aの ILL観である。Aは
潤沢な予算を持つ公共図書館であり，所在地の市
の財政力指数も 1を超過している。したがって自
分たちは他館と比べて予算が豊富であるという自
覚ゆえの特徴的な発言が何度かなされていた。

A：“予算がありますから，（悩ましい本
であっても）周りの市町村には（Aなら）
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買ってもらえる，という期待を受けている感
じはします”

このように，自館は予算の豊富な県内の中心館
であるがゆえに，玉石混交な本を持つことをむし
ろ他館から要求される圧力があると自覚しつつ
も，一方で，全点揃えるといったデポジットライ
ブラリのようなことは不可能である，という現状
の裏返しが“よその図書館で持っていればラッ
キーと思ってよそから借ります”という発言に
つながっている。また Aは疑似科学図書につい
て，図書館員としての自分の責務ゆえに，プライ
ベートな自分という立場からは好ましくないと考
えていても，利用者自身のニーズに沿うならば図
書館は資料の提供をせざるを得ない事情につい
て，以下のように述べている。

A：“必要としている人がいるから（リクエ
ストが）出るんでしょうから，基本的にわた
したちはなんとか言える立場ではないので，
幸せになるんだったらいいわよね，と”

このように，自分自身のプライベートな意識の
段階においてはその図書への忌避感があっても，
図書館員としての行動の段階においては，「悩ま
しい図書」を収集している姿が浮き彫りになって
いる。このように，図書館員としての業務と自分
自身の意識の乖離について言及したものに Cも
いる。Cは以下のように述べている。

C：“自分だけの価値観でやるものではない
というのは，なんとなく思い始めましたね。
はじめのころは漫画を買うのも違和感があっ
たし，こんな本まで買うの，いらないよね図
書館にはって思ってたけれど”
“図書館がお高くとまっていても，市民のた
めのものなので，ある程度使ってもらえなけ
れば意味がないことなので”
“利用があればそれなりに対応していかない
と”

ここにあらわれるように，図書館員自体にも自
らの意識と行動の差があるようである。むしろ，
そのように図書館を相対化する視点があるからこ
そ，違和感を持ちつつも悩ましい資料の提供を行
う，という重層性がある。
b. 疑似科学図書の組織化セクション
図書館は疑似科学図書をどのように排架分類し
ているかを報告する。ただし，本節における議論
はほとんど前述第 III章 A節 2項の分類番号の振
りなおしと重複するため，疑似科学に絞った発言
のみを抽出し，紹介する。

C：“スピリチュアルは占い，人文科学。疑
似科学は科学に排架。TRCのままが多い”
D：“占いとかそういう本は 147，科学は科
学の本だから，それは分類によって分けられ
る”
E：（クレームをつける人がいたとき）“隣に
「これ（反対意見の本）も並んでますよ」と
いうので，（科学という同一分類で）並んで
いる意味はあるかなって思います”
“たしか『水からの伝言』は分類番号が（選
書カタログのなかで科学から占いに）変わっ
たのでは？”

ただ，図書館員が積極的に図書の内容を精査し
て，疑似科学図書であるから科学の分類番号から
別の分類番号に振りなおすといったケースは見ら
れなかった。
c. 疑似科学図書の保存，提供セクション
ここでは疑似科学図書の除籍や提供について報
告する。疑似科学図書であるからといって除籍さ
れるケースは認められなかった。つまり，除籍に
ついては通常の他の資料と同等の取り扱い方法で
あるという発言が共通してなされた。
提供についても同様である。ただし，Bは，疑
似科学的な健康情報の図書を例にあげて，自製品
の積極的な販売を目的とした図書の場合は閉架に
収蔵するという発言を行った。ⅲも同様の発言を
している。具体的には，ページの奥付に健康食品
の購入先を記してあるようなケースである。
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B：“明らかに売り込みみたいな，連絡先書
いてある，みたいなのだとちょっとまずいん
じゃないって感じですけど，その一歩手前み
たいなのだと，あとは判断するのは利用者さ
んだからね，と（開架に置く）”

Bは広告としての連絡先が書いてあるかどうか
という基準で，疑似科学図書か否かと捉える理由
を以下のように説明した。

B：“正直なところ，私自身が科学の分野の
選定に対するスキルがかなり足りないと思う
んですよね。だからもっと見るべき目のある
人に”
“きちんとしたものを教えてくれる方がいれ
ば選書の参考にご意見を伺いたい”
“もっと知識のある人がきちんと選ぶべき
じゃないかなっていうのはあります”

このような悩みを吐露する図書館員がいる一方
で，自分の図書選択に大きな自信をもつ図書館員
もみられた。

D：“図書館は不偏不党の立場。たとえば左
がかった雑誌や図書を買ってくれという人が
来る。それはあなたの意見であって，判断す
るのは利用者ということ。我々が選んでいる
本であるが我々のあり方は中立だと”
“我々は常に中立で，それは継続的に変わり
ません”
“本を収集しているからこの本を買ってくれ
とか，貴重だから買ってくれとかいうもので
はなくて，収集方針の選定基準に沿って買う
ので，それは図書館に任せろと。それがなく
なったら図書館ではない，ということです”

なお，Dは選書について以下のように語ってい
る。

D：“非正規職員もいるけれども選書には関
わっていない。もちろんそれは正規の職員

で。選書はやはり司書の根幹の部分だから，
それは司書がやる”

このように Dは司書の専門性としての自らの
判断への自信を覗かせる。再掲になるが Dは
“占いとかそういう本は（NDCの）147，科学は
科学の本だから，それは分類によって分けられ
る”と発言している。なお，Dは正規職員司書の
判断基準を絶対のものとしておきながらも，一方
で選書カタログをいわば鵜呑みにし，『水からの
伝言』を自然科学に分類している。

2. 小規模図書館について
ここでは小規模図書館における疑似科学図書の
扱いについて報告する。しかし，それほど記述に
耐える分量の発言は採取できなかった。というの
も，先に論じたように，巨大図書館において疑似
科学図書は「既に自館に入ってしまっているので
どう扱うか」という，既に自明になった問題で
あった一方で，小規模図書館では疑似科学図書は
“（少ないが）ある”という発話を行っており，前
述の大規模図書館のように，どのように対応した
か，というケースがそれほど得られなかったのが
要因である。

i：“（収蔵されて）いるところもある。前か
ら入っていた部分もあるし”
筆者：（疑似科学の本のリクエストがあった
ら入れるか？）
ii：“（もし来た場合は 70））内容，難易度，値
段，大きさ，量などを考慮して入れるかどう
か判断する”
“（疑似科学図書を利用して）自分で判断する
力，探していく力（つまりリテラシー）は少
しずつでいいから身につけていってほしい”
iii：“（健康食品の）連絡先のある本なんか
は，閉架に入れたり”

ここで i，iiに見られるように，小規模図書館
における疑似科学図書への対応は「次に来たらど
うするか」という将来への想定をもととして議論
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しているものであり，既に入っている疑似科学図
書をそれほど問題視していないともいえる。これ
は大規模図書館が「既にある図書に対してどうつ
きあうか」という悩ましさを吐露した傾向にある
のとは対照的である。例えば iは，のちに“もっ
と入れてもいいんじゃないか”という発言を行っ
たように，玉石混交な書架を積極的に肯定する発
言も行っている。もちろんこれは iの所在地にお
いては，多くの図書を一箇所にまとめて他に所蔵
している社会的装置が存在しないがゆえに，利用
者への多様なニーズをかなえようとする背景のも
とでの発言である。同様に，ⅱは，そのような科
学的手続きを持っていない資料がもしあるからと
いって，リテラシー教育に資することができる，
と発言したように，疑似科学図書を蔵書ないしは
利用者の資料へのアプローチの多様性と捉えてい
るふしが見受けられる。いずれにせよ，iは，図
書館の中立性についての質問に対して，即座に
“いろんなひとにサービスできて，みんなが満足
するのが中立なのかな”と答えるように，楽天的
であり，積極的である。図書館の理念を忠実に目
指しており，iの発話はきわめて参考に富むが，
一方でそれは「悩ましい図書」へのリクエストと
いったニーズが日常的にそれほどないがゆえの特
性と言い換えることはできるかもしれない。

IV.　考察，まとめと今後の課題

A. 大規模図書館と小規模図書館の差異
本節では，採取した図書館員らの発話を踏まえ
て，発見できた傾向について述べる。個々の事例
については，次節において述べる。
まず，小規模図書館の職員であろうと，大規模
図書館の職員であろうと，今回の調査対象者の図
書館職員全てが疑似科学は社会問題となっている
ことは認識していた。また，疑似科学図書の存在
についても認識していた。しかし，大規模図書館
と小規模図書館では，疑似科学図書の運用方法は
異なっていた。大規模図書館の職員は疑似科学図
書を既に自館に入り込んでしまっている，いわば
アノマリ（例外）として捉えている一方で，小規
模図書館では蔵書の多様性を担保する存在であ

る，とみなしているように思われる。
また，大規模図書館では疑似科学図書に限ら
ず，取り扱いの難しい本を押し付けあう棚争いが
見られた。ここから理解されることは，予算があ
るということは必ずしも大規模図書館員にとって
喜ばしいものではないということである。自館の
みの水準で議論するのであれば，予算が多いこと
はおそらく喜ばしい。しかし，ILLといった図書
館ネットワークの網の中で捉え直すと，玉石混交
の「石」のほうの図書の購入を他館から要請さ
れているように思うとの Aの証言があったよう
に，いわば予算の豊富さが当人たちにとって，「裏
目に」出てしまっているケースがある。発話者に
よって，図書館という組織全体を俯瞰したときの
自らの意識と，その一員としての図書館員として
の意識と，図書館員とは別のプライベートな自分
の意識とが混在的になっていることを自覚してい
るものがみられた。例えば個人としては「悩まし
い本」は持ちたくない，自分の担当の書架にも置
きたくない，しかし，図書館全体としては持たな
いといけないと理解している，といったケースで
ある。
このように，大規模図書館では，疑似科学図書
は図書館にはふさわしくないと悩みつつも，図書
館全体のことを考えると置かざるを得ないという
悩みがある。このような意識の重層性に自覚的で
ありつつ，業務に従事している図書館員がいるこ
とが観測された。ここにおいては「ニーズがある
から図書館には何だって本を入れるべきである」
といった平板な議論が入りこむ余地はおそらくな
い。むしろもっと重層的で，個々人の持つ悩まし
さと，日常の業務のすり合わせをしている姿がみ
られる。これは，小規模図書館の職員が，蔵書の
多様性の担保として疑似科学図書を捉えているこ
とと対照的である。なお，付言しておくと，積極
的に疑似科学図書を喜んで収蔵しているという
ケースはない。

B. 本稿におけるいくつかの発見
本節では，本稿で明らかになった，いくつかの
パラドキシカルにも思える事実について述べる。
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閉架書庫が図書館の一時的な貯蔵庫機能，いわ
ばバッファ機能を持っていることが発見されたこ
とも特筆できる。所蔵はしなければならない，
OPACでもデータそのものは供している，しか
し，書架の並びを「汚したく」ない，という，複
数の矛盾する意識が焦点化し，それが閉架書庫へ
の収蔵に繋がっている。千代田区立図書館の元館
長である柳はリクエストが来たからと機械的かつ
従順な受け入れしか行わない図書館員に対する異
議申し立ての文脈で，書架の並びが次のリクエス
トへの影響を与えると論じているが 71），この議
論とも関連する。
また，発見の一つに，選書カタログ，とくに選
書カタログの所与の分類番号が，「悩ましい図書」
を図書館においてどこに位置付けるかを決める機
能を持っていることがあげられる。フーコー 72）

が論じるように，知の分類は権力作用に他ならな
い 73）。そのような権力作用を行使せざるをえな
いにせよ，その権力性に自覚的か無自覚的か，と
いう水準と，選書カタログの分類番号利用への自
覚的か無自覚的かの水準は近接している。選書カ
タログはもはやほぼどの図書館においても必須の
ものと化しているし，これによって業務量の削減
が行われていることは否定できない事実である。
ただし，ⅰが警戒心をもってカタログを捉えてい
る発言が象徴的にあるように，カタログを利用せ
ざるを得ない状況においては，図書館は知をあつ
かう機関である以上，カタログの分類番号を所与
のものとせず，各図書館が批判的に問い直すこと
が必要になってくるのかもしれない。例えば，i
は，小規模図書館に勤務している。地元の小規模
書店との関係を重視するのと同時に，出張等で大
規模都市に行った際には必ず書店に立ち寄り，自
分の選書のカンを磨くという発話を行っている。
簡単にカタログ選書に依存し得る地理的環境であ
るからこそ，むしろ iはカタログを忌避するとい
う意識的な行動も見られた。iほど徹底したカタ
ログ忌避は現実的には難しいかもしれないが，少
なくとも，カタログに付与されている所与の分類
番号を批判的に問いなおす行為そのものは，現在
でも十分に可能であると考えられる。つまり，ゼ

ロから自分で目録を作るような目録作成能力を育
成するよりも，むしろ所与の目録等に対して批判
的検討を加えることができるか否かという能力の
ほうが現実的には求められるのかもしれない。こ
れは，疑似科学批判を精力的に行っている科学者
の天羽優子による，

あるものを「ニセ科学」と呼ぶのは，「レッ
テル貼り」じゃなくて「レッテル剥がし」。
科学でないものに誰かが先に「科学」という
レッテルを貼ったから，剥がすという余計な
作業が必要になっただけ。74）

という発言とも遠く関連するように思われる。
また，疑似科学図書と，社会的に悩ましい図書
を比較した場合，特定図書を開架から除架する判
断水準がある程度異なっていることもわかった。
例えば，健康情報を推薦する本で，かつ連絡先が
明記されているような本は疑似科学的だと見な
し，図書館に受け入れることを忌避する図書館員
が存在することがそのあらわれである。しかし，
連絡先の有無といった明快な基準がない場合は，
なしくずしにリクエストを受け付けざるを得な
く，科学者コミュニティなどではおそらくある程
度有効に機能しているであろう反証可能性といっ
た境界設定は図書館の実際の運営においてはやは
り直接的に援用しにくい。また，連絡先の記述さ
れている疑似科学図書はむしろ販促的な意図を
もって出版されていると思われる。したがって，
連絡先の有無で疑似科学図書か否かと判断する手
法は，例えば連絡先の書いていない疑似科学図書
を除架する手法たりえない。例えば「特定の」投
資会社を薦める図書というのもありえるだろう
が，連絡先の有無のみをもって議論すると，疑似
科学図書と特定の投資会社を推薦する図書の除架
の水準はおそらく接近してくる。しかしながら今
回の調査においては，「社会的知識」に関わる図
書で連絡先の有無を問題視する発言は見当たらな
かった。疑似科学図書と投資先推薦図書の出版物
の流通量の違いや，あるいは，いわゆる「波動」
や「浄水器ビジネス」といった疑似科学とされが
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ちな領域は，よりビジネスおよび宣伝に繋がりや
すく，今回の調査において「可視化 /不可視化」
に繋がった可能性はある。
いずれにせよ，連絡先の有無をもってして疑似
科学図書と捉える手法は疑似科学の図書を疑似科
学の図書と認識するための必要十分条件の手法で
はありえないが，選書や閉架収蔵への判断基準の
一つとして捉えている図書館があることが報告で
きただけで一定の有効性があると考える。
ただ，前述の通り，反証可能性といった科学者
コミュニティ等ではそれなりに有効に機能しそう
な理論は，図書館の実際においては射程距離外で
あることは理論的・実践的両面において認めざる
を得ない。ここにおける，科学者コミュニティと
一般市民との知の接続において，図書館がいかに
果たしうるかについて論じることは難しい。おそ
らくサイエンスコミュニケータといった外部のイ
ンタープリター（通訳・媒介者）の働きが今後望
まれるのではないだろうか。
いずれにせよ，小規模図書館と大規模図書館に
よって，疑似科学図書に対する言及のありかたが
全く異なる点を発見したことが，筆者の考える本
稿の最も重要な成果である。小規模図書館はいわ
ば疑似科学図書を蔵書の多様性を担保するための
存在と見なし，「未来向き」に，もし入ってきた
らどうするか，という議論を行う傾向がある一方
で，大規模図書館は，既に疑似科学図書が書架に
存在してしまっているため，どのように対処すべ
きか悩んでいるという傾向がある。したがって，
疑似科学図書（あるいは悩ましい図書全般）と図
書館というテーマで議論する際には，「そもそも，
自分はどのような規模の図書館を念頭においてい
るか」ということに対して自覚的である必要があ
る。これが本稿の最も重要な発見であると考えら
れる。

C. 問題点と今後の課題
本稿における諸問題および今後の課題を整理す
る。理論面において，本稿ではいくつかの前提を
自明のものとして扱った。自然科学の知のありか
たは人文社会科学の知のあり方と異なるという立

脚点を自明のものとしているし，疑似科学とは
何かという定義も自明のものとして取り扱って
いる。前者は例えばプラトンあるいは新カント
派の言う，自然科学と社会科学の知のありよう
が異なるといった，真善美についての議論を参
考にする必要があるだろうし，疑似科学図書に
関しては，科学哲学者，K. R. ポパーの提唱した
「反証可能性」75）は素描したにせよ，それをルー
ツとした様々な論者，例えばポパーの論敵である
T.クーン 76）や，ポパーの批判的継承者であるラ
カトシュ I. 77）による議論等々をさらに踏まえる必
要があろう。加えて，科学哲学で行われている，
科学そのものあるいは科学者コミュニティを主た
る射程距離とするそれらの議論が，図書館の蔵書
構成を理解する上でどの程度手がかりになるか，
直接的な援用が可能なのかを検討する必要もあろ
う。あるいは，第 I章 D節で見たように，ポパー
の反証可能性論は疑似科学問題を考える上での手
がかりになることは間違いないが，この理論だけ
では図書館における疑似科学図書の問題を捉え切
れない以上，ポパーから敷衍した，あるいはまっ
たく違うアプローチを取りうる可能性もあると考
えられる。以下に素描する。
たとえば，近年盛んになっているものに，
Narrative Theory（物語論，物語り論 78））があ
る。歴史学者のダントーによって「無色透明な単
一の「正しい」国家の歴史」を破壊するために提
出されたこの議論は 79），近年，医学や看護といっ
た領域において盛んに受容されている。物語論を
援用した，著名な心理学者のブルーナーは，人
間の物事の認識構造を，「論理 ‒科学的様相」と
「物語様相」の 2つに分け，人間の認識は両方の
様相によって相互補完的に働いていると論じてい
る 80）。ここで，物語様相は必ずしも科学的に正
しい必要はないことが特徴的である。心理学や看
護で物語論がよく受容されていることが示して
いるように，この論のもつ特性は，例えば「医
師」のみに通用する「論理－科学的様相」だけで
は，患者の不安といった「語り」は吸収し尽くせ
ないことを暴きだす。つまり，物語論とは，「科
学的に必ずしも正しくなくても構わない」語り
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と，それによる救済の重要性を指摘するものであ
る 81）。乱暴に言い換えてしまえば，仮に疑似科
学的であったとしても，物語的なものは科学的な
軸でのみで成り立つものと相互補完的な関係とし
て機能しうる。
翻って，日本における図書館では健康情報棚の
設置が盛んである 82）。健康情報棚は闘病記を中
心にした特集コーナーであることが多い 83）。こ
の物語論に積極的にコミットする立場からする
と，必ずしも「科学的に正しくない」図書であっ
たとしても，物語的に有効であれば，むしろそれ
は図書館あるいは健康情報棚にとっては疑似科学
図書の収蔵は望ましい，といった価値の転倒は十
分に起こりうる。疑似科学図書の収蔵の是非の倫
理についてはひとまずおくにしても，疑似科学図
書のいわば「有用性」については，理解しつつも
本稿では触れなかった。
また，選書カタログが筆者の予想以上に，図書
館においてはインフラと化していることが発見で
きたのは収穫である。これについて，日本におけ
る選書カタログの展開と受容についても，たとえ
ば TRCの成り立ち，日本図書館協会との関係も
含め，検討する必要がある。選書カタログは，カ
タロガーをはじめとした人々の膨大な労力がつぎ
込まれた非常に有益で利便性の高いものである。
ただし，だからこそ，図書館における選書カタロ
グの積極的な利用といった，利用者からは不可視
になりやすい，いわば環境管理型権力に対して，
それを批判する・肯定するといった単純な姿勢に
とどまらない，このようなものが存在することそ
のものへの敏感さの必要性は指摘しておいたほう
がよさそうである。
本稿では，なるべく被調査者の発話は忠実に解
釈し，裏の意図を読むといった行為は極力避け
た。また，発言を忠実に解釈したのと同等の理由
で，調査者がそもそも持っている，図書館システ
ム全体・図書館員・そして図書館業務外の自分と
いった，重層的な意識を明快に切り分けていない
ゆえに，議論に矛盾や混乱が生じている可能性は
否定できない。これらの問題に対しては，量的調
査でフォローするか，さらに調査範囲を広げてい

く必要がある。
また，本稿は事実を報告しただけであり提言は
避けた。成立過程において多くの図書館員の苦闘
を経た図書館に関する自由宣言は，筆者自身も
「綺麗な理念」であり貴重・重要なものであると
考える。一方で，被調査者が愚痴まじりに語った
「現場」は，理念だけではおそらくどうしようも
ない現状がある。前者は司書ならば全員が知って
いるであろうし，後者は知っている人は知ってい
るが口を噤んでいるであろう。あるいは単純に知
らない人には想像がつかないであろう。だからと
いって被調査者が率直に語ってくれた泥沼の現状
を指して，図書館の自由に関する宣言の順守が行
われていないので批判するべきだという，ある種
の図書館系の学会等で散見される議論は実のとこ
ろ有害無益であり，思考停止の一種とも言える。
むしろ望むらくは現実と理論の距離を索出しつ
つ，絶えず批判的討議に理念と現実をともに晒す
ことではないだろうか。
ゆえに「悩ましい図書」が大量に流通している
日本の出版流通の現状を含めた「泥沼」をきちん
と踏まえ，図書館は，ないしは我々は，どうする
べきであるか，という提言は本来行う必要があ
る。だが，本稿は問題の所在とその諸相をあきら
かにしたことで第一義の目標を達成したと考え，
提言といった「べき論」は範疇外とし，別稿に譲
る。
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要 旨

【目的】近年，科学のふりをしているが科学ではない「疑似科学」が問題として科学者やサイエンス
コミュニケータらからの批判がゆるやかに高まっている。このような状況のなか，知識を蓄積・伝達
する機関である図書館において，「科学的な合理性に著しく反した図書」はどのように扱われている
か，公共図書館の規模別に実態を明らかにする。
【方法】調査手法には半構造化インタビューを用い，30分～ 3時間程度の聞き取り調査を行った。調
査対象は北海道から関西まで，大規模図書館 5館と小規模図書館 3館の選書担当の職員である。調査
時期は 2009年 10月～ 2010年 2月である。質問項目は選書・リクエストの実態，他館連携，図書館
の自由に関する宣言に対する意識，司書のライフヒストリー等といった 9項目を大枠として尋ねた。
【結果】聞き取りによる主な結果は以下のとおりである。（1）選書カタログにおける所与の番号が図書
館の蔵書構築には大きな影響を与えており，科学の分類番号を持つ疑似科学図書は科学の棚に置かれ
続けうる（2）自館の予算が豊富であると，他館から「悩ましい図書」を買ってもらえるという期待を
感じている（3）個人的心情では好ましくない図書であっても図書館には置かざるをえないと理解しつ
つも，そのための実態として「棚争い」や閉架収蔵が行われている（4）大規模図書館では疑似科学図
書は棚に存在する「問題」であると感じている司書がいる一方，小規模図書館では疑似科学図書はリ
テラシー向上のツールや蔵書の多様性を担保する存在としてみなしている傾向にある等が発見され
た。


